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ゲスト 出口治明さん＠社会保障審議会年金部会委員

• 出口：50人超規模の企業まで適用の対象を下げても、所得代替率で見た効果は＋0.2ポイン
トでほとんど影響がありません。それは痛みがないレベルまで下げただけの話であって、適
用拡大について、「よしわかった、日本のために一肌脱ごう」というわけではなくて、この
程度だったらあんまり痛くはないのでという話ではないですか。
もっと言えば、影響のあるところまで、痛みが伴うところまで、手を突っ込まないと、この
国はよくならないのです。･･･いま日本が問われているのは、前に進むかどうかよりも進む
スピードが世界のスピードと比べて、どうなのかということが問われているんですね。ぼく
は歴史オタクなのですが、滅んでしまった政府は改革をやっていなかったわけじゃないんで
す。滅んだ王朝だって、改革をやっていたのです。ではなぜ、滅んだのかと言えば、それは
世界のスピードに取り残されたからです。だから、前に進んだからいいという話ではなく、
前に進むスピードが世界の動きに比べてどうかということこそが問われているのです。そう
したことからも、ぼくは50人超規模とか、25人超規模とかでいいという話ではないと思って
います。

• 権丈：今回の年金部会の「議論の整理」には、「企業規模要件が2012年改正法附則に「当分
の間」の経過措置として位置づけられている」ことが記されています。あれから8年経って
います。規模要件の撤廃に対応できる時間は何年間必要なのでしょうか。今回50人超規模に
なりましたが、企業規模が50人超は、総企業数の3.1％でしかない。前回の企業規模500人超
までを適用拡大にするにしても大変な抵抗が経済界からあったのですが、あの拡大による負
担増は、人数ベースで2.2％、標準報酬総額ベースで0.8％程度。抵抗勢力はゴネ得ですね。
だから、50人超規模まで来たのだから立派だとかいう話をしばしば聞きますけど、市民の間
にそういう感覚ができあがることはよくないですね。
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